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医療材料や医療機器をはさみで切ろうとした際に、誤って別のカテーテル・チューブ
を切断した事例が７件報告されています（集計期間 : ２０１１年１月１日～２０１４年
３月31日、第３６回報告書「個別のテーマの検討状況」（Ｐ160）に一部を掲載）。

はさみによるカテーテル･チューブ
の誤った切断

医療材料や医療機器をはさみで切ろうとした
際に、誤って別のカテーテル・チューブを切断
した事例が報告されています。

※気管チューブのカフに空気を注入するためのチューブ

長さや大きさ
の調整

カテーテル抜去の
際の固定糸の切断
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誤って切断したもの 件数切断の目的 切断しようとしたもの
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※この医療安全情報は、医療事故情報収集等事業（厚生労働省補助事業）において収集された事例をもとに、当事業の
一環として総合評価部会の専門家の意見に基づき、医療事故の発生予防、再発防止のために作成されたものです。
当事業の趣旨等の詳細については、当機構ホームページに掲載されている報告書および年報をご覧ください。
　http://www.med-safe.jp/
※この情報の作成にあたり、作成時における正確性については万全を期しておりますが、その内容を将来にわたり保証
するものではありません。
※この情報は、医療従事者の裁量を制限したり、医療従事者に義務や責任を課したりするものではありません。

はさみによるカテーテル・チューブの誤った切断

・はさみを使用する前に、カテーテル・チューブを整理する。
・固定糸を切る際は、カテーテル・チューブの位置を確認
 してから切断する。

事例が発生した医療機関の取り組み

事 例 1 
患者の気管チューブの再固定を行う際、看護師は４５ｃｍの長さのテープを
準備した。固定したテープが長かったため、看護師が右頬部のテープをはさみ
で切ったところ、一緒に気管チューブのインフレーションチューブも切断した。
直ちに、医師が抜管および再挿管を行った。

事 例 2 
中心静脈カテーテルを抜去する際、医師は刺入部近くの皮膚に縫合された
固定糸を抜糸用はさみで切断したところ、中心静脈カテーテルも一緒に切断
した。胸部・頚部エックス線写真を撮影したところ、右頚部の皮下に中心静脈
カテーテルの断端が存在するのを確認した。その後、局所麻酔下で皮膚小切開
を行い、超音波ガイド下に遺残カテーテルを摘出した。


